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国際比較にみる 日本の

労働生産性水準 

◆12月 20日に出た調査結果 

「労働生産性の国際比較

2017 年版」（公益財団法人 

日本生産性本部）が昨年 12

月 20 日に出されました。 

政府が生産性向上に向け

た各種の施策を展開してい

る中で、日本の労働生産性が

国際的にみてどのあたりに

位置しているのかを、調査結

果で明らかにしています。 

◆そもそも「労働生産性」と

は？ 

労働生産性とは、「労働者

１人当たりで生み出す成果、

あるいは労働者が 1 時間で

生み出す成果を指標化した

もの」です。 

労働生産性は、「付加価値

額または生産量÷労働投入

量（労働者数または労働者数

×労働時間）」で表され、労働

者の能力向上や経営効率の

改善などによって、労働生産

性は向上します。 

◆日本の時間当たり労働生

産性は 20 位 

2016 年の日本の時間当た

り労働生産性は 46 ドル

（4,694 円／購買力平価換

算）。順位は OECD（経済協

力開発機構）加盟 35 カ国中、

昨年と同様の 20 位となりま

した。 

上位は、1 位アイルランド

（95.8 ドル）、2 位ルクセン

ブルク（95.4 ドル）、3 位ノ

ルウェー（78.7 ドル）と続い

ています。OECD の平均は

51.9 ドルです。 

日本の労働生産性は、6 位

の米国（69.6 ドル）の 3 分の

2 程度の水準で、主要先進 7

カ国（フランス、米国、ドイ

ツ、イタリア、カナダ、英国、

日本）でみると、最下位の状

況が続いています。 

◆日本の 1 人当たり労働生

産性は 21 位 

2016 年の日本の就業者 1

人当たりでみた日本の労働

生産性は、81,777 ドル（834

万円／購買力平価換算）。順

位は、OECD 加盟 35 カ国中

21 位となりました。 

上位は、1 位アイルランド

（168,724 ドル）、2 位ルクセ

ンブルク（144,273 ドル）、3

位米国（122,986 ドル）とな

っています。OECD の平均は

92,753 ドルです。 

日本の労働生産性は、就業

1 時間当たりと同様、就業者

1 人当たりでみても、主要先

進 7 カ国で最も低い水準と

なっています。 

◆日本の製造業の労働生産

性は？ 

日本の製造業の労働生産

性（就業者 1 人当たり）は

95,063 ドル（1,066 万円／為

替レート換算）。日本の順位

は 14 位で、米国（139,686 ド

ル）の 7 割程度の水準となっ

ています。 

 

「学校における働き方改

革」の動向と今後の課題 

◆昨年 12 月に緊急対策を公

表 

文部科学省は、深刻化し

ている学校教員の長時間労

働問題について、昨年 12 月

に「学校における働き方改

革に関する緊急対策」公表

しました。 

以下はその柱となる４点

です。 

（１）学校・教師の業務の

役割分担・適正化を着実に

実行するための方策 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校が作成する計画

等・組織運営に関する見直

し 

（３）勤務時間に関する意

識改革と時間外勤務の抑制

のための必要な措置 

（４）「学校における働き方

改革」の実現に向けた環境

整備 

◆役割分担をして業務の負

担を軽減 

文部科学省は、具体的な

方策として、これまで教員

が担っていた放課後の見守

りや給食費の徴収、部活動

の顧問等の業務を、地域と

の連携や外部の人材を活用

して負担を軽減させるとし

ていますが、これにより、

本来の業務に集中すること

ができます。 

同省では、業務の範囲を

明確に示したモデル案の作

成、労働時間の上限の目安

を含むガイドラインを検討

しています。また、来年度

には、教員の業務量を一元

的に把握する部署を文部科

学省内に新たに設置するこ

とを明らかにしました。 

◆適正な勤務時間管理が必

要！ 

文部科学省が実施した

「教員勤務実態調査（平成

28 年度）（速報値）」による

と、教員の勤怠管理を「タ

イムカード等で記録してい

る」と回答した学校は、小

学校で 10.3％、中学校で

13.3％、「校務支援システム

など ICT を活用して記録し

ている」と回答した学校

は、小学校で 16.6％、中学

校で 13.3％にとどまってお

り、いまだに点呼や自己申

告で対応している学校があ

るのが現状です。 

これについて、同省の中

央教育審議会は昨年 8 月、

「自己申告方式ではなく、

ICT の活用やタイムカード

などにより労働時間を客観

的に把握し、集計するシス

テムを直に構築するよう努

めることが必要」と提言し

ました。 

今後は、「学校における

働き方改革」の実現に向

け、まずは教員の業務の明

確化や労働時間をタイムカ

ード等で把握することによ

り、長時間労働の削減へと

つながることが望まれま

す。 

 

2 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始

＜３月１５日まで＞［税

務署］ 

13 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

～当事務所より一言～ 

 

［労働基準監督署］ 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付

開始＜３月１５日まで

＞［税務署］ 

※なお、還付申告につい

ては２月１５日以前で

も受付可能。 

28 日 

○ じん肺健康管理実施状

況報告の提出［労働基準

監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第４期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 


